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公⽴⼤学法⼈⼤阪の第２期中期⽬標策定にかかる意⾒聴取について(回答) 
 
 

 

令和６年６⽉ 14 ⽇付け府副第 1125 号及び⼤副第 16 号において依頼のありました標記

の件につきまして、地⽅独⽴⾏政法⼈法第 78 条第 3 項に基づく本法⼈としての意⾒はあり

ません。 

 

なお、⼤阪公⽴⼤学は、第 2 期中期⽬標期間に新たな成⻑ステージを迎え、⼤阪の成⻑に

貢献しグローバルに発展する「知の拠点」をめざして、「学⼠課程における秋⼊学の導⼊」

「森之宮キャンパスの⾼機能化」などの新たな戦略的取り組みにチャレンジしたいと考え

ています。⼤阪府市として、こうした戦略的取り組みに対し、新たな財源措置を含む全⾯的

なご⽀援、ご協⼒を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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